
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令 

（昭和三十一年一月二十四日政令第四号） 

終改正：平成一二年六月七日政令第三〇三号 

 

 

  内閣は、原子力委員会設置法（昭和三十年法律第百八十七号）第十六条の規定に

基き、この政令を制定する。 

 

 

 第一章 原子力委員会（第一条―第五条）  

 第二章 原子力安全委員会（第六条―第九条）  

 附則  

   第一章 原子力委員会  

（会議）  

第一条  会議は、毎週一回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。  

２  委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。  

（参与）  

第二条  原子力委員会に、参与二十五人以内を置き、会務に参与させる。  

２  参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。  

３  参与は、非常勤とする。  

４  参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間と

する。  

５  参与は、再任されることができる。  

（専門委員）  

第三条  原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことが

できる。  

２  専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。  

３  専門委員は、非常勤とする。  

４  専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるも

のとする。  

（庶務）  

第四条  原子力委員会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が総括し、又は

処理する。ただし、関係行政機関（内閣府本府を除く。）の所掌に属する事項に係る庶

務の処理については、当該関係行政機関の担当部局等と共同して行う。  

（雑則）  

第五条  前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原

子力委員会が定める。  



   第二章 原子力安全委員会  

（審査委員等の員数）  

第六条  原子力委員会及び原子力安全委員会設置法 （以下「法」という。）第十六条

第一項 の政令で定める員数は、六十人とする。  

２  法第十九条第一項 の政令で定める員数は、四十人とする。  

３  法第二十条の二第一項 の政令で定める員数は、四十人とする。  

（原子炉安全専門審査会等の議事）  

第七条  原子力安全委員会の委員長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律 （昭和三十二年法律第百六十六号）第二十四条第二項 の規定によ

る意見及び同法第二十六条第四項 において準用する同法第二十四条第二項 の規

定による意見（軽微な変更に係るものを除く。）に係る事項については、法第十六条第

二項 の規定による指示を行うものとする。  

２  原子炉安全専門審査会は、審査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、

議決をすることができない。  

３  原子炉安全専門審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。ただし、第一項に規定する事項については、出席者の

四分の三以上でこれを決する。  

４  前三項の規定は、核燃料安全専門審査会の議事について準用する。この場合に

おいて、第一項中「第二十四条第二項の規定による意見及び同法第二十六条第四 項

において準用する同法第二十四条第二項」とあるのは「第四条第二項、第十四条第二

項、第四十三条の五第二項、第四十四条の二第三項及び第五十一条の三第 二項の

規定による意見並びに同法第六条第三項において準用する同法第四条第二項、同法

第十六条第三項において準用する同法第十四条第二項、同法第四十三条 の七第三

項において準用する同法第四十三条の五第二項、同法第四十四条の四第五項におい

て準用する同法第四十四条の二第三項及び同法第五十一条の五第三項 において準

用する同法第五十一条の三第二項」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十九条第二

項」と読み替えるものとする。  

（事務局の内部組織）  

第八条  原子力安全委員会の事務局に、その局務を遂行するため、課を置く。  

２  前項に定めるもののほか、原子力安全委員会の事務局に、命を受けて局務に関

する重要事項に係るものに参画する職を置くことができる。  

３  第一項の規定に基づき置かれる課の数は、四以内とする。  

４  前三項に定めるもののほか、原子力安全委員会の事務局の内部組織の細目は、

内閣府令で定める。  

（準用）  

第九条  第一条、第三条及び第五条の規定は、原子力安全委員会について準用す

る。  

 

   附 則  



 この政令は、公布の日から施行する。  

   附 則 （昭和三二年六月二八日政令第一六〇号）  

 この政令は、公布の日から施行する。  

   附 則 （昭和三三年四月二一日政令第八二号）  

 この政令は、公布の日から施行する。  

   附 則 （昭和三六年九月七日政令第三〇四号）  

 この政令は、公布の日から施行する。  

   附 則 （昭和五三年九月二八日政令第三三六号） 抄  

１  この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第八十

六号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（昭和五十三年十月四日）から施

行する。  

 

   附 則 （昭和五八年一二月二三日政令第二六〇号）  

 この政令は、公布の日から施行する。  

   附 則 （昭和五九年六月二七日政令第二一九号）  

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。  

   附 則 （平成一二年三月三一日政令第一四〇号）  

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。  

   附 則 （平成一二年四月五日政令第一九六号）  

 この政令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日（平成十二年六月十六日）から

施行する。  

   附 則 （平成一二年六月七日政令第三〇三号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六

日）から施行する。た だし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定（「中央

省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改め

る部分に限 る。）、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則

第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。  

（原子力委員会の参与に関する経過措置） 

第七条  この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与（学識経験のある

者のうちから任命されたものに限る。）である者の任期は、第六条の規定による改正前



の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第二条第四項の規定にかかわ

らず、その日に満了する。  

 


